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令和２年第２回置戸町議会臨時会 

 

                        令和２年２月５日（水曜日） 

 

○議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

（諸般の報告） 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議案第２号 工事請負変更契約の締結について 

 

○会議に付した事件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

（諸般の報告） 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議案第２号 工事請負変更契約の締結について 

 

○出席議員（８名） 

１番 石 井 伸 二 議員        ２番 小 林   満 議員 

３番 阿 部 光 久 議員        ４番 佐 藤 勇 治 議員        

５番 澁 谷 恒 壹 議員        ６番 髙 谷   勲 議員        

７番 嘉 藤   均 議員        ８番 岩 藤 孝 一 議員 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 《町 長 部 局》 

町     長  井 上 久 男      副  町  長  和 田   薫 

総 務 課 長  深 川 正 美      施設整備課長  大 戸 基 史 

総務課財政係長  湊   美 保 

 

《教育委員会部局》 

 教 育 長  平 野   毅 

 

 《監査委員部局》 

代表監査委員  本 間 靖 洋 
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○職務のため出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  鈴 木 伸 哉     議 事 係 長  今 西 美紀子 
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                             開会 午前９時３０分 

     ◎開会宣言 

○岩藤議長 ただいまから、令和２年第２回置戸町議会臨時会を開会します。 

 

     ◎開議宣言 

○岩藤議長 これから、本日の会議を開きます。 

 

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○岩藤議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、７番 嘉藤均議

員及び１番 石井伸二議員を指名します。 

 

     ◎諸般の報告 

○岩藤議長 これから、諸般の報告をします。 

事務局長から報告させます。 

事務局長。 

○鈴木事務局長 今期臨時会に町長から提出された議案は、次のとおりです。 

・議案第２号。 

今期臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手

元に配付した名簿のとおりですが、本日、会計管理者及び総務課総務係長は他用務のた

め欠席となります。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

報告を終わります。 

○岩藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

     ◎日程第２ 会期の決定 

○岩藤議長 日程第２、会期の決定を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって会期は、本日１日と決定しました。 

 

     ◎日程第３ 議案第２号 工事請負変更契約の締結について 

○岩藤議長 日程第３、議案第２号 工事請負変更契約の締結についてを議題とします。 

○岩藤議長 本案に対し提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第２号は、工事請負変更契約の締結について 

 でございます。議案の内容につきましては総務課長よりご説明を申し上げます。 

○岩藤議長 総務課長。 

○深川総務課長 議案第２号 工事請負変更契約の締結についてご説明申し上げます。 

議案第２号につきましては、令和元年９月１２日開催の第６回定例会において議案第

４９号で議決いただきました、社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修繕工事に

ついてでございます。修復面積等の工事内容の一部変更により、工事請負金額の変更契

約を行うため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござ

います。 

  なお、本工事につきましては、１２月１６日開催の第８回定例会において、議案第７

６号で既に変更議決されており、今回、２回目の変更となっております。 

記。 

１、目的、社会資本整備総合交付金事業。 

橋梁長寿命化修繕工事。 

２、金額 変更前 ４，７５２万円。 

変更後 ４，８６８万６，０００円。 

３、相手方、常呂郡置戸町字置戸２２番地の３、北進工業株式会社代表取締役鈴木栄

樹。 

なお、工期は、３月６日で変更はございません。 

以上、議案第２号の説明を終わります。 

○岩藤議長 これで、議案第２号の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

７番 嘉藤議員。 

○７番 嘉藤議員 今回の変更ですけども、内容について少しお知らせをいただきたいと

思います。 

○岩藤議長 総務課長。 

○深川総務課長 先程ご説明いたしましたとおり、修復面積の変更によるものでございま

すが、詳細につきましては、施設整備課長から説明いたします。 

○岩藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 今回、修繕を行っております拓友橋ですけれども、昭和５１年に竣

工しておりまして、その後、昭和６２年に公道等の拡幅工事を行っております。今回、 

新たに修繕をしなきゃならないところは、当初言っていた、昭和５１年の部分の施工箇

所でございまして、事前の点検では橋の下から床版の方を見上げまして、ひび割れ等が

入っている部分を確認して、かなりのひび割れがあったものですから、ここは完全にや
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り替えなきゃならないだろうという判断のもと設計を行い、今、施工にあたったしだい

です。実際のところ、その上の舗装を剥がしてよく調べてみましたところ、その他にも、 

下から見て判断できなかった部分の一部弱いところがあって、そこを打音検査って言う

んですかね、打音で測定していったところ、ここも一部やり替えなきゃならないところ

が面積的に増えたものですから、それが今回の設計変更の主な理由となっております。 

○岩藤議長 ７番。 

○７番 嘉藤議員 ５１年に修復ということでありましたけれども、これの元々のつくっ

た時の年数っていうのはいつでしたか。分かりますかね。５１年に修復という話でした

けども。５１年につくったということですか。 

○岩藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 はい。 

○岩藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行ないます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第２号 工事請負変更契約の締結についてを採決します。 

  議案第２号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○岩藤議長 起立多数です。 

  したがって、議案第２号 工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

     ◎閉会宣言 

○岩藤議長 これで、本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和２年第２回置戸町議会臨時会を閉会します。 

閉会 午前９時３８分 

 

 

 

 

 

 


